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新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の適用に伴う感染防止対策の 

徹底について 

 

 平素より新型コロナウイルス感染症対策に格別の御理解と御協力いただき、厚くお礼

申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症については、感染力の非常に強いオミクロン株の影

響により、岩国市を中心に感染者が急増しており、本日(７日)、新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づき、岩国市及び和木町を対象区域として、１月９日(日)から３１

日(月)までの間、まん延防止等重点措置が適用されることとなりました。 

これを踏まえ、県では、感染の急拡大を最小限に抑えるため、本県独自の「山口県ま

ん延防止等重点措置の適用に伴う感染拡大防止集中対策」を実施することとしています。 

つきましては、貴施設等においても、感染の再拡大の防止に向け、上記の集中対策に

御協力いただくとともに、下記の「介護現場における感染対策の手引き」や「介護職員

のための感染対策マニュアル」等を活用しながら、引き続き、感染防止対策の徹底に努

めていただきますようお願いします。 

 

記 

＜通知等＞ 

○「介護現場における感染対策の手引き」､「介護職員のための感染対策マニュアル」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koure

isha/taisakumatome_13635.html 

○介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koure

isha/douga_00002.html 

○「高齢者施設における感染対策の更なる推進について」（令和３年３月９日付け厚生

労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000779292.pdf 

＜参考＞ 

○知事メッセージ（令和４年１月７日） 
    https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10000/korona2020/202008030001.html 
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